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つくば市発注の八幡川河川改修工事において、川幅を広げるための土工工事を
行っていたところ、近接する霞ケ浦用水土地改良区管理の農業用パイプラインの接
続部分が離脱する事故が発生しました。

【日時】令和７年４月７日（月）13:00頃

【場所】つくば市北条地内

【被害状況】
農業用パイプラインからの水の流出により法面が一部崩壊しました。それに伴

い、隣接する大池公園野球場の利用を制限しています。

【対応状況】
農業用パイプラインの管理者である霞ケ浦用水土地改良区と農業用水を利用する

筑波土地改良区及び市で今後の対応について協議中であり、早期の復旧に向けて作
業を進めます。

【再発防止策】
つくば市及び受注者双方で、周辺状況を把握し、安全管理を徹底した上で、施工

に当たっては細心の注意を払い作業を進めます。なお、現在、市発注工事を受注し
ている全事業者に対しても注意喚起を徹底し、再発防止に努めます。

河川改修工事中に発生した事故について


